
入札による県有地売払いの概要

１ 入札により売払う県有地

入札により売払う県有地は以下のとおりです。詳細については、この応募要領の物件調書を御覧

ください。

(注) 予定価格は、当該物件における最低売却価格であり、予定価格未満での入札は無効とします。

２ 入札参加資格者

原則として、どなたでも参加できます。ただし、入札に参加できない場合もありますので、詳

しくは、この応募要領の｢入札参加心得書｣第３(入札参加資格)を御覧ください。

なお、共有で取得を希望する場合は、入札参加申込書に共有者それぞれの氏名、持分を記入し

てください。

３ 入札参加申込書の受付期間、場所等

入札参加申込書が受付期間内に提出されない場合は入札に参加できませんので、御注意くださ

い。

なお、申込に当たっては、この応募要領の入札参加申込書の様式を使用してください(コピー

も可)。

(1) 受付期間

令和７年１月10日（金）から令和７年１月31日（金）までの午前９時から午後５時まで(た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

(2) 受付場所

静岡県経営管理部資産経営課（静岡県庁本館１階）

〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号（電話番号:054-221-2123）

（3) 受付方法

持参又は郵送により提出してください。（電送及びファクシミリによる受付は行いませ

ん。）

入札

番号
入 札 対 象 財 産 地目

土地:地積

(㎡:実測)

予定価格

(円)

112
御殿場南高等学校職員住宅跡地

御殿場市新橋字大塚前1409番１
宅地 847.18 48,200,000

114
旧牧之原警察署相良交番公舎跡地

牧之原市相良字浜砂203番1、203番32
宅地 900.99 5,910,000

118
旧小笠高等学校職員住宅（西方）跡地

菊川市西方字栗林573番１、578番１

宅地

堤
622.83 10,450,000

119
掛川東高等学校校長住宅跡地

掛川市宮脇字堀ノ内256番、257番、薗ケ谷字西田1025番３
宅地 574.05 7,000,000

121

袋井市友永県有地

周智郡森町中川字楠ケ谷1117番22、袋井市友永字東山1204

番７、1208番３、1208番４

雑種地

山林
728.78 12,300,000
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郵送による提出の場合は、必ず簡易書留郵便で、受付期間内に受付場所に到着するよう提出

してください。

４ 現地説明会

各入札対象物件の所在地で、令和７年１月16日（木）～令和７年１月22日（水）の間で、静岡

県が指定する日時に現地説明会を開催しますので、応札希望の方はできる限り参加してください。

（※）現地説明会に参加を希望する方は、次の受付先にて参加予約してください。

＜入札番号112＞

受付先：ＩＲコモンズ株式会社（電話番号：055-946-5318）

＜入札番号114＞

受付先：山田土地建物株式会社（電話番号：054-654-1900）

＜入札番号118、119、121＞

受付先：静岡県経営管理部資産経営課（電話番号：054-221-2123）

＜現地説明会予約受付期間（全ての入札番号共通）＞

令和７年１月10日（金）から令和７年１月15日（水）までの午前９時から午後５時まで

５ 入札日時等

入札に参加できるのは、事前に入札参加申込書を提出した方のみとなりますので、御注意くだ

さい。

なお、入札参加手続の詳細については、この応募要領の｢入札参加心得書｣を御覧ください。

(1) 入札執行の日時及び場所

(注)郵送により入札を実施するもので、開札は第三者たる当該入札事務に関係のない職員を

立ち会わせて行います。

(2) 入札書の受付及び受付期限並びに入札方法

入札書は郵送するものとし（書留郵便に限る。電送による入札は認めない。）、次の提出先

に令和７年２月12日（水）午後５時までに必着とします。

＜入札書等提出先＞

静岡県経営管理部資産経営課（静岡県庁本館１階）

〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号

期限以降に提出された入札書は無効とします。なお、入札書は、この応募要領の入札書の様式

を使用するものとし、入札書以外の必要添付書類については、この応募要領の｢入札参加心得書｣第

６(入札書及び入札方法)を参照してください。

(3) 入札保証金

３の入札参加申込書を受理後、県が納入通知書を発行・送付しますので、下記金額を県が指

入札番号 入札の日時 入札会場

112 令和７年２月13日（木）午前10時10分

静岡市葵区追手町９番６号

静岡県庁 本館１階 財産台帳電算室

114 令和７年２月13日（木）午前10時30分

118 令和７年２月13日（木）午前11時10分

119 令和７年２月13日（木）午前11時20分

121 令和７年２月13日（木）午前11時40分
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定する期日（入札受付前）までに、県が指定する金融機関に納付し、納付済みの納入通知書兼

領収書原本を入札書と併せて郵送してください（領収書原本は入札終了後郵送にてお返ししま

す。）。

なお、入札保証金は、落札者以外の方には、入札日から30日以内に返還します｡

(4) 入札の無効事由

入札の無効事由に該当しないよう、御注意ください。なお、詳細は入札参加心得書第８（入

札の無効）を御覧ください。

６ 落札者との契約手続

契約手続の詳細については、入札終了後、落札者に個別に説明を行います。

(1) 契約書の提出等

落札した日から起算して14日以内に、県の定める契約書及び承諾書（この応募要領に添付し

た県有財産売買契約書(案)及び承諾書を参照）を提出していただくとともに、契約保証金とし

て落札金額の10％以上の金額を納付していただきます。

(2) 売買代金の支払い

契約締結日から起算して30日以内で県が指定する期日までに、売買代金を納付していただき

ます。

ただし、納期限までに納付できないやむを得ない理由があると県が認めた場合は、その納期

限の翌日から売買代金を納付した日まで、年10.75パーセントの割合（年365日当たりの割合と

する。）をもって算出した金額を、遅延利息として納付していただきます。

７ 所有権移転登記手続等

売買代金納付後、県が所有権移転登記手続を行います。なお、登録免許税及び所有権移転後の

公租公課は落札者の負担となります。

８ 用途の制限

落札者は、買受けた財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律

第122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他

これらに類する業、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に規定する暴力団の事務所及び無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律（平

成11年法律第147号）第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用途で使用することは

できないので、御注意ください。

９ その他の注意事項

(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円に限ります(添付・提示書類等が、

日本語以外の場合は翻訳文を添えてください。)。

(2) 物件の所有について複数者による共同所有を希望する場合は、入札において共同所有する者

全員での申し込みが必要ですので、あらかじめ御相談ください。

入札番号 金額（円）

112、114、118、119、121 300,000

-3-



(3) 入札保証金及び契約保証金は、その受入期間について利子をつけません。

(4) 物件の引渡しは、物件調書に特段の記載のない限り、現状のままで行いますので、物件調書

を御参照のうえ、必ず事前に現地の確認をしてください。

なお、物件調書と現状が異なる場合には現状を優先します。

(5) 土地の形質変更の費用負担については、県は対応しません。また、土地の形質変更をする場

合は、騒音・粉塵防止対策等の周辺の環境に配慮してください。

(6) 新たな建物を建築するにあたっては、建築基準法、文化財保護法及び県、市町の条例のほか

協定等により、指導がなされる場合や開発負担金等が必要となる場合がありますので、関係機

関に御確認ください。

(7) 物件によっては、敷地内にフェンス、塀、柵等が設置されていますが、これらの工作物の補

修・改修・撤去・再築造及びその費用負担については、県は対応しません。

(8) 埋設物調査は実施していません。地中埋設物が発見されたとしてもこれらの撤去及びその費

用負担については、県は対応しません。

(9) 物件によっては、埋蔵文化財包蔵地に該当するため、開発方法によっては試掘調査が必要と

なる場合があります。(詳しくは物件所在市町の教育委員会にお問合わせください。)

(10) 物件によっては、上下水道設備、ガス設備が敷設されていますが、経年劣化による影響等

については確認していません。これらの敷設設備の補修・移設・改修・撤去・再築造及びそ

の費用負担等については、県は対応しません。

(11) 物件及び隣接地の擁壁・直壁・ブロック塀等について、地上及び地中にて境界を越えてい

る場合がありますが、現状引渡しとなりますので、移設・撤去・再築造及びその費用負担等

については、県は対応しません。

(12) 物件の敷地内及び敷地上空又は隣接地等に電柱(電信柱・電柱付属物・電線等を含む)・支

線・ゴミ置き場・道路設置物(ガードレール等)・道路標識(カーブミラー等を含む)等がある

場合の移設・撤去等の可否等の取扱いについては、設置者又は管理者等にお問い合わせくだ

さい。県ではこれらについて対応しません。

(13) 物件の敷地内(地中を含む)にゴミ(家電等を含む)・ガラ・砕石・切り株等が存在する場合

がありますが、撤去及びその費用負担等については、県は対応しません。

(14) 現状での引渡しのため、現地の除草・伐採及びその費用負担等については、県は対応しま

せん。

(15) 物件によっては、木杭及びトラロープで柵をしてある場合がありますが、設置したまま引

き渡します。撤去及びその費用負担等については、県は対応しません。

(16) 物件調書に特段の記載のない限り、土壌汚染及び地盤に関する調査は行っていません。
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